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上川法務大臣が、日本司法書士会連合会会長と対談を行いました。 

 

 上川法務大臣が、日本司法書士会連合会会長の小澤吉徳氏と対談を行いまし

た。 

 今回の対談は、「所有者不明土地問題」をテーマにしたもので、所有者不明土

地問題の解決に向けた法務省及び日本司法書士会連合会の取組や今後の展望な

どについて話し合われました。 

 なお、役職名は対談当時のものです。 

 

 

※画像をクリックいただくと、冒頭挨拶の動画が再生されます。 

 

【上川法務大臣】 

 それでは、始めましょう。早速です

が、まず、私から、相続登記の現状と

課題を簡単に申し上げます。日本では、

年間１００万件を超える不動産の相

続登記がされています。親御さんから

の財産の相続も、不動産の管理も、多

くの皆さんに関わりがあります。また、

安全・安心に暮らしていくためには、

土地が誰のものなのか、ちゃんと管理

されているかは、とても関心がありま

すよね。 

 そして、土地の適切な管理のために

は、早期に遺産分割がされ、その相続

登記がしっかりとされることが極め

て重要であると思いますが、残念なが

らうまく進まず、平成２９年に行われ

た推計では、我が国に、九州地方に相

当する広さの所有者不明土地が存在

し、少子高齢化等を背景にして今後も

広がっていくといった指摘がされる

に至りました。 

 その背景には、相続登記の申請が義

務ではなく、申請しなくても不利益を

被ることが少ないと考えられてきた

ことや、都市部への人口移動等により、

https://youtu.be/whyqsGryHwU
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地方を中心に、土地を利用したいとい

うニーズも低下してきたことなどが

あると思われます。また、都市部では、

住所変更登記がされていないことが

所有者不明土地の発生原因として多

いといった地域的な特徴もあるとさ

れています。 

 この点に関して、日本司法書士会連

合会としても、これまでにずいぶん熱

心に取り組んでこられましたよね。 

 

【小澤会長】 

 はい。ありがとうございます。当連

合会におきましては、かねてから、空

き家・所有者不明土地問題の解決は、

まさに司法書士に課せられた重大な

使命であるという認識のもと、様々な

事業を展開してまいりました。 

 その一つが、司法書士会や全国８つ

に設けたブロック会とのコラボレー

ションによる相続登記促進事業であ

ります。著名人を起用した各種広報素

材の作成や、イベントなどの広報の充

実、そして、全国統一のフリーダイヤ

ル（遺産のなやみに ０１２０ １３ 

７８３２）の運用開始であります。国

民の皆様からの相続登記に関する相

談をお受けし、必要な方には、最寄り

の司法書士を紹介させていただいて

おります。 

 その他にも、毎年２月に「相続登記

お済みですか月間」と題して全国にお

いて相続登記の促進活動をしており

ます。 

 

 

 

 

 

 

【上川法務大臣】 

 東日本大震災の際に、持ち主の分か

らない土地の存在が被災地の復旧・復

興事業の妨げとなったことが、この問

題に取り組んでいく大きなきっかけ

でしたよね。 

 法務省でも、日本司法書士会連合会

とも連携して、問題意識を強く持って

取り組んできました。私も、登記官が、

法定相続人の一覧図を確認して、証明

書を発行し、相続に関連する様々な手

続にご利用いただく制度（法定相続情

報証明制度）の創設に関与したり、３

回にわたる法務大臣の２回目の在任

中には、長期間相続登記がされずに放

置されてきた土地の相続人となり得

る方を探索する制度（長期相続登記等

未了土地解消作業）を創設するととも

に、一定の相続登記に係る登録免許税

の免税措置を講ずるなど、所有者不明

土地問題に取り組んできました。 

 そして、今年４月には、所有者不明

土地の解消に向けて民法・不動産登記

法の改正がされました。 

 令和５年までには所有者不明土地
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の管理に特化した所有者不明土地管

理制度などが開始することになり、司

法書士を始めとした専門家の活用が

期待されます。そして、令和６年まで

には、いよいよ相続登記の申請が義務

付けられることになります。 

 私は、この問題については、待った

なしの状態であり、国も国民も皆で役

割と責任を持って対応する必要があ

ると考えてきました。不動産登記情報

は、国土の基盤情報です。登記を見て

も２０パーセント以上の土地が持ち

主やその連絡先が分からないという

現状を着実に解消していかなければ

なりません。不動産登記情報を中核に

置きながら、デジタル化社会における

重要な情報インフラとして、行政機関

や民間においてこれを速やかに活用

していただくことにより、民間の土地

取引を活性化させるとともに、更なる

国土の有効活用につながる政策を推

進することができるようになります。

これからは、国民の皆様の理解と協力

を一層いただきながら、所有者不明土

地を、「新たに作らない」ようにすると

ともに、今ある九州地方に相当する広

さの所有者不明土地を「減らしていく」

ことが必要です。 

 そのためには、所有者不明土地の解

消という目標を関係者の方々としっ

かり共有した上で、全国各地の実情を

踏まえて、課題を分析して様々な取組

を実行しながら、そのオペレーション

を踏まえてＰＤＣＡサイクルを回し、

着実に成果を挙げていくことが重要

です。日本司法書士会連合会を始め関

係者の方々とも手を携えて、関連する

施策にしっかり横串を刺し、目標達成

に向けて確かなビジョンを描いてい

きたいと考えています。 

 改正法の成立には、日本司法書士会

連合会にも様々な協力をいただきま

したが、今後の施行に向けて、どのよ

うな課題があり、これに対してどのよ

うな取組を進めるお考えでしょうか。 

 

 

 

 

【小澤会長】 

 相続登記の申請を義務化したこと

や、遺産分割に関し、具体的相続分の

主張についての期間制限を設けたこ

となど、今般の民法・不動産登記法の

改正の内容は、早期の権利関係の確定

に資するものであり、所有者不明土地

の発生予防や解消に極めて有意義な

ものと高く評価しております。 

 もっとも、身近な暮らしの中の法律

家として国民の皆様から色々な相談

を受けるなどしている中で、今回の法

改正の内容についての周知が行き届

いているかというと、まだまだ課題が

あるように思われます。新しい手続の

分かりやすい運用や、相続登記・遺産
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分割協議を促進するための一層のイ

ンセンティブ措置など、政府を挙げた

更なる取組を期待しています。 

 当連合会としても、これまでの取組

に加えて、今般の法改正の内容などに

ついての周知啓発活動に、さらに力を

入れていきたいと考えており、そうい

った点でも、是非、今回のような法務

省との連携をより一層強めていけれ

ばと考えております。 

 

【上川法務大臣】 

 今回の法改正は、国民に広く影響を

及ぼすものですので、その周知啓発に

ついては、正しくまた十分に知ってい

ただけるよう、しっかりと進め、所有

者不明土地の解消という目標達成に

つなげていかなければなりません。 

 一例をあげると、「相続登記の申請

の義務化」は、相続登記をしないと罰

せられるから、大変な思いをしてでも

やってもらおうという制度ではあり

ません。相続登記を申請しないことに

正当な理由がある場合には罰則は適

用されませんし、簡便に義務を履行す

ることができる手段として相続人申

告登記という新たな登記を創設して

います。こういった新たな制度の姿を

パッケージでご理解いただきたいと

思います。 

 新たな登記手続においては、オンラ

インの利用も含め、国民の皆様にとっ

て分かりやすい、利便性の高い運用も

実現するよう、実務的な準備も、司法

書士会を含めて関係者のお声を聴き

ながら、しっかりと進めてまいります。 

 法務省としても、多岐にわたる見直

しの内容を項目ごとにより詳細に紹

介した資料をホームページに公表し

ましたが、さらに、一般の方向けのポ

スターやパンフレットを作製し、全国

に配布するといった取組を予定して

います。また、司法書士を始めとした

専門家の方々と連携することも重要

になります。 

 特に、今回の法改正については、専

門家の方々などをターゲットにした

専門的な周知活動にとどまらず、一般

の国民の皆様に向けたわかりやすい

周知も重要です。 

 その第一歩として、法務省でも、「ト

ウキツネ」という不動産登記推進キャ

ラクターを新たに採用し、既にホーム

ページにも登場させています。実は、

このキャラクターは、民事局の職員が

デザインしたものなんですよ。 

 

 

【トウキツネ】 

 はじめまして、トウキツネです。よ

ろしくお願いコン！ 
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【小澤会長】 

 トウキツネ、可愛いですね。是非、

司法書士会の広報資料にも登場して

いただきたいと思います。 

 今回創設された様々な新制度につ

いて、しっかりと実効性のあるものと

していくことができるかは、今後施行

までの間の周知活動が極めて重要で

はないでしょうか。そうした観点から

見ても、とても良い取組だと思いまし

た。 

  

 

 

 

【上川法務大臣】 

 トウキツネ、是非よろしくお願いし

ます。 

 さて、所有者不明土地への対策は、

今般の民事基本法制の見直しによっ

て終わるものではなく、今後も続いて

いくことになります。 

 私は、所有者不明土地問題が、多く

の国民の方々にとって、今なお縁遠い

テーマであるように思われます。 

国民の皆様や専門家の方々が、この

問題を「自分の問題」ととらえ、家族、

親戚、地域、職場、そういった様々な

場面で、相続登記や土地・建物の管理

の必要性について、確かな共通理解が

育っていくことがとても重要だと思

っています。 

 この問題を一刻も早く解決し、我が

国の国土をしっかりと有効活用する

ことができるようにするため、私も、

これから様々な形で貢献していきた

いと思っています。 

新しい制度のスタート、定着に向け

て、法務省としても、引き続きしっか

り取り組んでまいります。 

 

【小澤会長】 

 よろしくお願いします。本日はあり

がとうございました。司法書士会とし

ては、まずもって、相続登記の義務化

に伴い国民から寄せられる期待に応

えていきたいと考えています。そして、

それは、ただ単に法定相続分による相

続登記や相続人申告登記を行えばい

いのではなく、将来に備えての、早期

の権利関係の確定という視点から「遺

産分割の促進」という重要な問題を常

に意識して実務にあたるべきと考え

ています。 

 一方、空き家・所有者不明土地の利

用促進という視点でみれば、所有者が

不明であったり適切な管理がされて

いない土地・建物を対象に新たな財産

管理制度が創設されます。また、所在

不明共有者の不動産の共有持分を取

得・譲渡することができる裁判手続も

創設されます。司法書士は、法律事務

の専門家として、財産管理人の担い手

となることなど、これらの手続におけ

る役割をしっかりと果たすほか、新た
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に創設される土地所有権の国庫への

帰属の承認手続における役割につい

ても十全に果たしてまいる所存であ

ります。 

 

【上川法務大臣】 

 所有者不明土地問題の解決に向け

て、日本司法書士会連合会の今後果た

す役割にも期待をしていきたいと考

えています。これからも、所有者不明

土地問題の解決に向けて、しっかりと

歩みを進めてまいりましょう。本日は、

ありがとうございました。 

 

 

 


